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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に細長い形状の本体と、平板状部材と前記平板状部材の一方の面に設けられ第
一のガイド孔が形成されている円筒状の第一の収納部と前記平板状部材の前記一方の面に
設けられ第二のガイド孔が形成されている円筒状の第二の収納部とから構成され前記第一
のガイド孔および前記第二のガイド孔が上下方向に貫通されていて前記本体の下端から前
記上下方向と直交する方向に突出しているガイド部と、上端近傍で前記本体に上下方向に
スライド自在に支持されていて先鋭な下端が前記第一のガイド孔に上方からスライド自在
に挿入されている中空構造の第一の穿刺針と、前記第一の穿刺針の上端近傍に一体に固定
されている第一の保持板と、からなる第一ユニットと、
　先鋭な下端が前記第二のガイド孔に上方からスライド自在に挿入される中空構造の第二
の穿刺針と、前記第二の穿刺針の上端近傍に一体に固定されている第二の保持板と、から
なる第二ユニットと、
　前記第一の保持板と前記第二の保持板とが、接離自在に相互に連結される連結部と、を
有し、
　前記第一ユニットと前記第二ユニットとが相互に係脱自在な別体に形成されており、
　前記第二のガイド孔に挿入された前記第二の穿刺針の前記第二の保持板が前記第一の穿
刺針の前記第一の保持板に上方から接離自在に当接し、
　前記第一の保持板と前記第二の保持板とが前記連結部で連結された状態では、前記第一
の穿刺針と前記第二の穿刺針との上端の間隔が前記第一のガイド孔と前記第二のガイド孔
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との間隔より小さく、前記第二の穿刺針は前記第一の穿刺針に対して平行ではなく穿刺困
難なハの字状態となり、
　前記本体は、前記第一の穿刺針を先端が前記第一の収納部に収納されて覆われた状態で
係止する係止部を有し、
　係止された前記第一の穿刺針に前記連結部で連結された前記第二の穿刺針の先端が前記
第二の収納部に収納されて覆われる医療用器具。
【請求項２】
　前記第一の保持板は、前記本体がスライド自在に位置する摺動穴が形成されており、
　前記係止部は、前記摺動穴でスライドする前記第一の保持板が係合する凹部として前記
本体に形成されている請求項１に記載の医療用器具。
【請求項３】
　前記第一の穿刺針の内部にスライド自在に配置される棒状部と、前記棒状部の上端に一
体に形成されていて前記第一の穿刺針の上端より上方に位置するハンドル部と、前記棒状
部の下端に一体に形成されていて前記第一の穿刺針の下端から出没する環状部と、を有す
る縫合糸牽引具を、さらに有する請求項１または２に記載の医療用器具。
【請求項４】
　細長い形状の本体と、
　前記本体に対して先基端方向に摺動可能に設けられた第一の保持板と、
　前記第一の保持板に保持されるとともに前記本体に対して先基端方向に摺動可能に設け
られた第一の穿刺針と、
　前記第一の保持板上に、取り外し可能、かつ、移動可能に載置される第二の保持板と、
　前記第二の保持板に保持される第二の穿刺針と、
　前記第二の穿刺針を前記第一の穿刺針に近づけるように移動させた状態で、前記第一の
保持板に前記第二の保持板を係合させる係合手段と、
　前記本体の基端側に設けられ、所定の位置に前記第一の保持板を係止する係止部と、
　前記本体の先端側に設けられ、前記第一および第二の穿刺針の針先を収納する収納部と
、
　を備え、
　前記収納部が、平板状部材と前記平板状部材の一方の面に設けられた円筒状の第一の収
納部と前記平板状部材の前記一方の面に設けられた円筒状の第二の収納部とから構成され
、
　前記第一の保持板と前記第二の保持板を係合させ、前記第一の保持板を前記本体の基端
側に摺動させたとき、前記第一の穿刺針に対する前記第二の穿刺針の姿勢が平行ではなく
、穿刺困難なハの字状態になるとともに、前記第一の保持板を前記係止部で係止した位置
で、前記第一および第二の穿刺針の針先が、それぞれ、前記第一および第二の収納部に収
納されて覆われる医療用器具。
【請求項５】
　前記第二の保持板は、前記第一の保持板に対して摺動方向に移動することが規制されて
いる請求項４に記載の医療用器具。
【請求項６】
　前記第一および第二の穿刺針の針先開口部が対向するように載置される請求項４または
５に記載の医療用器具。
【請求項７】
　前記係合手段が、前記第一の保持板と前記第二の保持板のいずれか一方に設けられた凹
部と、他方に設けられた凸部と、で構成されている請求項４ないし６のいずれかに記載の
医療用器具。
【請求項８】
　前記係合手段が、前記第一の保持板に設けられた第一の爪部と、前記第二の保持板に設
けられた第二の爪部とで構成される請求項４ないし６のいずれかに記載の医療用器具。
【請求項９】
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　前記第一または第二の保持板には、前記第二の穿刺針を保持する前記第二の保持板の摺
動方向への動きを規制する規制手段を有している請求項４ないし８のいずれかに記載の医
療用器具。
【請求項１０】
　前記規制手段は、前記第一の保持板の一部が張りだして、前記第二の保持板の一部を覆
う部材である請求項９に記載の医療用器具。
【請求項１１】
　請求項３に記載の医療用器具を利用して人体以外の生体の内臓を前記生体の体表に固定
する内臓固定方法であって、
　前記縫合糸牽引具が挿入されていて前記第二の穿刺針が分離されている前記第一の穿刺
針を前記本体に対して下方にスライド移動させて前記生体の体表から前記内臓の内部まで
穿刺し、
　前記縫合糸牽引具を前記第一の穿刺針の内部で下方にスライド移動させて先端から前記
第二のガイド孔の下方に前記環状部を突出させ、
　穿刺された前記第一の穿刺針を中心に前記本体とともに前記ガイド部を必要により所望
の位置まで回転させ、
　所望の位置に配置された前記ガイド部の前記第二のガイド孔に前記第二の穿刺針を挿入
して前記内臓の内部まで穿刺することで下端を前記環状部に対向させ、
　縫合糸を前記第二の穿刺針に上端から挿入して下端から突出させ、
　前記縫合糸牽引具を上方にスライド移動させて前記環状部で前記縫合糸を把持させ、
　前記環状部で把持された前記縫合糸の一端を前記体表より上方に露出させて他端と結紮
する内臓固定方法。
【請求項１２】
　請求項３に記載の医療用器具を利用して人体以外の生体の内臓を前記生体の体表に固定
する内臓固定方法であって、
　前記縫合糸牽引具が挿入されていて前記第二の穿刺針が分離されている前記第一の穿刺
針を前記本体に対して下方にスライド移動させて前記生体の体表から前記内臓の内部まで
穿刺し、
　前記縫合糸牽引具を前記第一の穿刺針の内部で下方にスライド移動させて先端から前記
第二のガイド孔の下方に前記環状部を突出させ、
　穿刺された前記第一の穿刺針を必要により前記体表に対して所望の角度まで傾斜させ、
　所望の位置に配置された前記ガイド部の前記第二のガイド孔に前記第二の穿刺針を挿入
して前記内臓の内部まで穿刺することで下端を前記環状部に対向させ、
　縫合糸を前記第二の穿刺針に上端から挿入して下端から突出させ、
　前記縫合糸牽引具を上方にスライド移動させて前記環状部で前記縫合糸を把持させ、
　前記環状部で把持された前記縫合糸の一端を前記体表より上方に露出させて他端と結紮
する内臓固定方法。
【請求項１３】
　請求項３に記載の医療用器具を利用して人体以外の生体の内臓を前記生体の体表に固定
する内臓固定方法であって、
　前記縫合糸牽引具が挿入されていて前記第二の穿刺針が分離されている前記第一の穿刺
針を前記本体に対して下方にスライド移動させて前記生体の体表から前記内臓の内部まで
穿刺し、
　前記縫合糸牽引具を前記第一の穿刺針の内部で下方にスライド移動させて先端から前記
第二のガイド孔の下方に前記環状部を突出させ、
　穿刺された前記第一の穿刺針を中心に前記本体とともに前記ガイド部を必要により所望
の位置まで回転させるとともに、前記第一の穿刺針を必要により前記体表に対して所望の
角度まで傾斜させ、
　所望の位置に配置された前記ガイド部の前記第二のガイド孔に前記第二の穿刺針を挿入
して前記内臓の内部まで穿刺することで下端を前記環状部に対向させ、
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　縫合糸を前記第二の穿刺針に上端から挿入して下端から突出させ、
　前記縫合糸牽引具を上方にスライド移動させて前記環状部で前記縫合糸を把持させ、
　前記環状部で把持された前記縫合糸の一端を前記体表より上方に露出させて他端と結紮
する内臓固定方法。
【請求項１４】
　前記ガイド部の回転は、前記内臓の外面に前記第二の穿刺針が略直角に穿刺される位置
まで実行される請求項１１に記載の内臓固定方法。
【請求項１５】
　前記第一の穿刺針の傾斜は、前記内臓の外面に前記第二の穿刺針が略直角に穿刺される
角度まで実行される請求項１２に記載の内臓固定方法。
【請求項１６】
　前記ガイド部の回転は、前記内臓の外面に前記第二の穿刺針が略直角に穿刺される位置
まで実行され、
　前記第一の穿刺針の傾斜は、前記内臓の外面に前記第二の穿刺針が略直角に穿刺される
角度まで実行される請求項１３に記載の内臓固定方法。
【請求項１７】
　前記内臓の内部に内視鏡を挿入し、
　前記内視鏡で前記第一の穿刺針が穿刺された位置周辺の前記内臓の内面を観察する請求
項１４ないし１６の何れか一項に記載の内臓固定方法。
【請求項１８】
　前記第一の穿刺針と前記第二の穿刺針とが穿刺される前記内臓の外面が球状に湾曲して
いる請求項１１ないし１７の何れか一項に記載の内臓固定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の内臓を体表に固定することに利用される医療用器具と、この医療用器
具を利用した内臓固定方法と、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　口から栄養を摂取できない患者に、経静脈的栄養投与、鼻からチューブを胃等に挿入し
て行う経胃管的な栄養投与および胃瘻からの経腸的な栄養投与の３通りが行われている。
【０００３】
　近年では、経腸栄養剤と、その投与法の発達とにより、経皮的内視鏡下胃瘻造設術（Ｐ
ＥＧ(percutaneous endoscopic gastrostomy)による経腸栄養管理が頻繁に行われるよう
になってきた。
【０００４】
　ＰＥＧは、胃瘻の造設に先立って患者の腹壁と胃壁とを貫通する貫通孔が形成される。
その貫通孔の形成に先立ち、動き易い胃壁を一時的に固定するため、それら腹壁と胃壁と
を縫合糸により縫合することが一般的である。
【０００５】
　このような縫合を行うための医療用器具としては、例えば縫合糸挿入用穿刺針と、それ
と平行に配置される縫合糸把持用穿刺針と、その縫合糸把持用穿刺針内に摺動可能に挿入
されるスタイレットと、縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針とをそれぞれの基端部
において固定する固定部材とからなり、スタイレットにより前記縫合糸を把持するもの等
が開示されている（例えば特許文献１）。
【特許文献１】特開平０４－２２６６４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載の医療用器具は、２本の穿刺針を同時に操作しなければなら
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ないため、２本の穿刺針の穿刺位置を予め決定しておく必要があった。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、穿刺作業による縫合を行う医療用器
具において、穿刺作業の作業性を改善し廃棄時の安全性を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、
　上下方向に細長い形状の本体と、平板状部材と前記平板状部材の一方の面に設けられ第
一のガイド孔が形成されている円筒状の第一の収納部と前記平板状部材の前記一方の面に
設けられ第二のガイド孔が形成されている円筒状の第二の収納部とから構成され前記第一
のガイド孔および前記第二のガイド孔が上下方向に貫通されていて前記本体の下端から前
記上下方向と直交する方向に突出しているガイド部と、上端近傍で前記本体に上下方向に
スライド自在に支持されていて先鋭な下端が前記第一のガイド孔に上方からスライド自在
に挿入されている中空構造の第一の穿刺針と、前記第一の穿刺針の上端近傍に一体に固定
されている第一の保持板と、からなる第一ユニットと、
　先鋭な下端が前記第二のガイド孔に上方からスライド自在に挿入される中空構造の第二
の穿刺針と、前記第二の穿刺針の上端近傍に一体に固定されている第二の保持板と、から
なる第二ユニットと、
　前記第一の保持板と前記第二の保持板とが、接離自在に相互に連結される連結部と、を
有し、
　前記第一ユニットと前記第二ユニットとが相互に係脱自在な別体に形成されており、
　前記第二のガイド孔に挿入された前記第二の穿刺針の前記第二の保持板が前記第一の穿
刺針の前記第一の保持板に上方から接離自在に当接し、
　前記第一の保持板と前記第二の保持板とが前記連結部で連結された状態では、前記第一
の穿刺針と前記第二の穿刺針との上端の間隔が前記第一のガイド孔と前記第二のガイド孔
との間隔より小さく、前記第二の穿刺針は前記第一の穿刺針に対して平行ではなく穿刺困
難なハの字状態となり、
　前記本体は、前記第一の穿刺針を先端が前記第一の収納部に収納されて覆われた状態で
係止する係止部を有し、
　係止された前記第一の穿刺針に前記連結部で連結された前記第二の穿刺針の先端が前記
第二の収納部に収納されて覆われる医療用器具が提供される。
【０００９】
　また、本発明によれば、
　細長い形状の本体と、
　前記本体に対して先基端方向に摺動可能に設けられた第一の保持板と、
　前記第一の保持板に保持されるとともに前記本体に対して先基端方向に摺動可能に設け
られた第一の穿刺針と、
　前記第一の保持板上に、取り外し可能、かつ、移動可能に載置される第二の保持板と、
　前記第二の保持板に保持される第二の穿刺針と、
　前記第二の穿刺針を前記第一の穿刺針に近づけるように移動させた状態で、前記第一の
保持板に前記第二の保持板を係合させる係合手段と、
　前記本体の基端側に設けられ、所定の位置に前記第一の保持板を係止する係止部と、
　前記本体の先端側に設けられ、前記第一および第二の穿刺針の針先を収納する収納部と
、
　を備え、
　前記収納部が、平板状部材と前記平板状部材の一方の面に設けられた円筒状の第一の収
納部と前記平板状部材の前記一方の面に設けられた円筒状の第二の収納部とから構成され
、
　前記第一の保持板と前記第二の保持板を係合させ、前記第一の保持板を前記本体の基端
側に摺動させたとき、前記第一の穿刺針に対する前記第二の穿刺針の姿勢が平行ではなく
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、穿刺困難なハの字状態になるとともに、前記第一の保持板を前記係止部で係止した位置
で、前記第一および第二の穿刺針の針先が、それぞれ、前記第一および第二の収納部に収
納されて覆われる医療用器具が提供される。
【００１０】
　この医療用器具においては、第二の保持板が第一の保持板上に、取り外し可能、かつ、
移動可能に載置されている。このため、第一の穿刺針で穿刺する際、第二の穿刺針を外し
ておくことができるとともに、第一の穿刺針による穿刺後、第二の穿刺針を取り付け、第
一の保持板上で第二の保持板を適宜移動させて第二の穿刺針による穿刺位置を最適に設定
することが可能となる。これにより、作業性に優れた医療用器具が実現される。
【００１１】
　また、前記第二の保持板は、前記第一の保持板に対して摺動方向に移動することが規制
され、また、前記第一および第二の穿刺針の針先開口部が対向するように載置されている
。これにより、第二の穿刺針で穿刺したとき、針先の向きを容易に合わせることができる
。
【００１２】
　さらに、前記第二の穿刺針を前記第一の穿刺針に近づけるように移動させた状態で、前
記第一の保持板に前記第二の保持板を係合させる係合手段が設けられている。係合した状
態では、前記本体を基端側に移動させることで第一および第二の穿刺針の先端が収納部に
収まることにより、医療用器具を廃棄する際、穿刺針を安全に廃棄することができる。
【００１３】
　また、前記第二の保持板を前記第一の保持板側に移動させることにより、前記第二の穿
刺針の姿勢が、異なる姿勢となる。これにより、医療用器具が使用済みであることが目視
的にいち早く確認できる。
【００１４】
　本発明の第一の内臓固定方法は、本発明の医療用器具を利用して人体以外の生体の内臓
を当該生体の体表に固定する内臓固定方法であって、前記縫合糸牽引具が挿入されていて
前記第二の穿刺針が分離されている前記第一の穿刺針を前記本体に対して下方にスライド
移動させて前記生体の体表から前記内臓の内部まで穿刺し、前記縫合糸牽引具を前記第一
の穿刺針の内部で下方にスライド移動させて先端から前記第二のガイド孔の下方に前記環
状部を突出させ、穿刺された前記第一の穿刺針を中心に前記本体とともに前記ガイド部を
必要により所望の位置まで回転させ、所望の位置に配置された前記ガイド部の前記第二の
ガイド孔に前記第二の穿刺針を挿入して前記内臓の内部まで穿刺することで下端を前記環
状部に対向させ、縫合糸を前記第二の穿刺針に上端から挿入して下端から突出させ、前記
縫合糸牽引具を上方にスライド移動させて前記環状部で前記縫合糸を把持させ、前記環状
部で把持された前記縫合糸の一端を前記体表より上方に露出させて他端と結紮する。
【００１５】
　本発明の第二の内臓固定方法は、本発明の医療用器具を利用して人体以外の生体の内臓
を当該生体の体表に固定する内臓固定方法であって、前記縫合糸牽引具が挿入されていて
前記第二の穿刺針が分離されている前記第一の穿刺針を前記本体に対して下方にスライド
移動させて前記生体の体表から前記内臓の内部まで穿刺し、前記縫合糸牽引具を前記第一
の穿刺針の内部で下方にスライド移動させて先端から前記第二のガイド孔の下方に前記環
状部を突出させ、穿刺された前記第一の穿刺針を必要により前記体表に対して所望の角度
まで傾斜させ、所望の位置に配置された前記ガイド部の前記第二のガイド孔に前記第二の
穿刺針を挿入して前記内臓の内部まで穿刺することで下端を前記環状部に対向させ、縫合
糸を前記第二の穿刺針に上端から挿入して下端から突出させ、前記縫合糸牽引具を上方に
スライド移動させて前記環状部で前記縫合糸を把持させ、前記環状部で把持された前記縫
合糸の一端を前記体表より上方に露出させて他端と結紮する。
【００１６】
　本発明の第三の内臓固定方法は、本発明の医療用器具を利用して人体以外の生体の内臓
を当該生体の体表に固定する内臓固定方法であって、前記縫合糸牽引具が挿入されていて
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前記第二の穿刺針が分離されている前記第一の穿刺針を前記本体に対して下方にスライド
移動させて前記生体の体表から前記内臓の内部まで穿刺し、前記縫合糸牽引具を前記第一
の穿刺針の内部で下方にスライド移動させて先端から前記第二のガイド孔の下方に前記環
状部を突出させ、穿刺された前記第一の穿刺針を中心に前記本体とともに前記ガイド部を
必要により所望の位置まで回転させるとともに、前記第一の穿刺針を必要により前記体表
に対して所望の角度まで傾斜させ、所望の位置に配置された前記ガイド部の前記第二のガ
イド孔に前記第二の穿刺針を挿入して前記内臓の内部まで穿刺することで下端を前記環状
部に対向させ、縫合糸を前記第二の穿刺針に上端から挿入して下端から突出させ、前記縫
合糸牽引具を上方にスライド移動させて前記環状部で前記縫合糸を把持させ、前記環状部
で把持された前記縫合糸の一端を前記体表より上方に露出させて他端と結紮する。

【００１７】
　なお、本発明では上下方向を規定しているが、これは本発明の構成要素の相対関係を簡
単に説明するために便宜的に規定したものであり、本発明を実施する場合の製造時や使用
時の方向を限定するものではない。
【００１８】
　また、本発明の内臓固定方法には複数の工程を順番に記載してあるが、その記載の順番
は複数の工程を実行する順番を限定するものではない。このため、本発明の製造方法を実
施するときには、その複数の工程の順番は内容的に支障しない範囲で変更してよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、体表部と内部組織とを縫合糸により縫合する際に用いる医療用器具で
あって、穿刺作業での作業性を改善し廃棄時の安全性に優れた医療用器具を提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、体表部と内部組織とを縫合糸により縫合する際に用いる医療用器具の例をあげ、
本発明の好ましい実施形態について図面を用いて説明する。
【００２１】
　なお、すべての図面において、共通する構成要素には同一符号を付し、以下の説明にお
いて詳細な説明を適宜省略する。また、図中で上側を基端側、下側を先端側とした。図１
（ａ）は、本発明による医療用器具の一実施形態を示す斜視図であり、図１（ｂ）は、上
面図である。
【００２２】
　本実施の形態の医療用器具１は、図１ないし図５に示すように、第一ユニットＡと第二
ユニットＢとを有し、第一ユニットＡと第二ユニットＢとが相互に係脱自在な別体に形成
されている。
【００２３】
　第一ユニットＡは、図４に示すように、上下方向に細長い形状の本体２と、第一のガイ
ド孔および第二のガイド孔が上下方向に貫通されていて本体２の下端から上下方向と直交
する方向に突出しているガイド部である収納部２３と、上端近傍で本体２に上下方向にス
ライド自在に支持されていて先鋭な下端が第一のガイド孔に上方からスライド自在に挿入
されている中空構造の第一の穿刺針４と、第一の穿刺針４の上端近傍に一体に固定されて
いる第一の保持板６１と、を有する。
【００２４】
　第二ユニットＢは、図５に示すように、先鋭な下端が第二のガイド孔に上方からスライ
ド自在に挿入される中空構造の第二の穿刺針３と、第二の穿刺針３の上端近傍に一体に固
定されている第二の保持板６２と、を有する。
【００２５】
　そして、本実施の形態の医療用器具１では、詳細には後述するが、図９および図１０に
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示すように、第二のガイド孔に挿入された第二の穿刺針３の第二の保持板６２が第一の穿
刺針４の第一の保持板６１に上方から接離自在に当接する。
【００２６】
　また、第一の保持板６１と第二の保持板６２とは、接離自在に相互に連結される連結部
として凸部６１１および凹部６２１を個々に有する。そして、第一の保持板６１と第二の
保持板６２とが凸部６１１および凹部６２１で連結された状態では、図１５および図１６
に示すように、第一の穿刺針４と第二の穿刺針３との上端の間隔が第一のガイド孔と第二
のガイド孔との間隔より小さい。
【００２７】
　なお、第一の保持板６１と第二の保持板６２とは、凸部６１１および凹部６２１により
上下方向と直交する方向に連結される。そして、凸部６１１および凹部６２１の連結が解
除された第一の保持板６１と第二の保持板６２とが係合した状態では、第一の穿刺針４と
第二の穿刺針３との上端の間隔が第一のガイド孔と第二のガイド孔との間隔より大きい。
【００２８】
　なお、収納部２３は、第一のガイド孔が形成されている円筒状の第一の収納部２３１と
、第二のガイド孔が形成されている円筒状の第二の収納部２３２と、が形成されている。
そして、本体２は、第一の穿刺針４を先端が第一の収納部２３１に収納された状態で係止
する係止部２１２を有し、この係止された第一の穿刺針４に凸部６１１および凹部６２１
で連結された第二の穿刺針３の先端が第二の収納部２３２に収納される。
【００２９】
　第一の保持板６１は、本体２がスライド自在に位置する摺動穴２２４が形成されている
。係止部２１２は、摺動穴２２４でスライドする第一の保持板６１が係合する凹部として
本体２に形成されている。
【００３０】
　また、本実施の形態の医療用器具１は、図７に示すように、縫合糸牽引具５を、さらに
有する。この縫合糸牽引具５は、第一の穿刺針４の内部にスライド自在に配置される棒状
部５２と、棒状部の上端に一体に形成されていて第一の穿刺針４の上端より上方に位置す
るハンドル部５１と、棒状部の下端に一体に形成されていて第一の穿刺針４の下端から出
没するスネアである環状部５３と、を有する。
【００３１】
　また、第一の穿刺針４は、いわゆるヒューバー針として形成されており、その先端の開
口は第二の穿刺針３と対向する側方に形成されている。そして、縫合糸牽引具５は、第一
の穿刺針４に挿入された状態で回転自在である。
【００３２】
　しかし、縫合糸牽引具５は、ヒューバー針からなる第一の穿刺針４の先端開口から環状
部５３が適正な方向に突出した状態で、第一の穿刺針４の上端と係合する構造にハンドル
部５１が形成されている。
【００３３】
　一方、第二の穿刺針３は、先端が斜面からなる一般的な中空針として形成されている。
そして、第二の穿刺針３には内針８０が着脱自在に挿入されている。この内針８０は、例
えば、糸挿入用穿刺針３の内部の上端から下端まで連通する棒状部(図示せず)と、この針
部の上端に連結されたハンドル部８１と、を有すればよい。
【００３４】
　さらに、この内針８０は、第二の穿刺針３に対応した斜面が先端に形成されている。こ
の内針８０も第二の穿刺針３に挿入された状態で回転自在である。しかし、そのハンドル
部８１は、第二の穿刺針３の上端と所定方向で係合する構造に形成されている。このよう
にハンドル部８１が適正に係合した状態では、第二の穿刺針３と内針８０との先端の斜面
が面一となる。
【００３５】
　より詳細には、医療用器具１は、本体２と、本体２に対して摺動可能に設けられた第一
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の保持板６１と、第一の保持板６１に保持される第一の穿刺針４とを備える。第一の保持
板６１上には、第二の保持板６２が載置されている。
【００３６】
　第二の保持板６２は、第一の保持板６１に対して取り外し可能に設けられている。また
、第二の保持板６２は、第一の保持板６１上の所定領域を自在に移動できるように設けら
れている。
【００３７】
　第二の保持板６２は、第一の保持板６１に対して所定の方向に移動することが規制され
ており、これにより、第一および第二の穿刺針４，３の針先開口部が対向する姿勢が維持
される（図１（ｂ））。
【００３８】
　また、第二の保持板６２を第一の保持板側６１に移動させることにより係合するように
係合手段６１１、６２１が、それぞれの保持板に設けられ（図４（ｂ））、（図５（ａ）
）第二の保持板６２を第一の保持板６１側に移動させることにより、第二の穿刺針３の姿
勢が、初期と異なる姿勢となる。
【００３９】
　また、第一および第二の穿刺針３、４の針先を収納する収納部２３１、２３２が本体２
の先端側に設けられている（図１（ａ））。第一の保持板６１には、第二の保持板６２の
摺動方向への動きを規制する規制手段６２５を有している。その規制手段６２５により、
第一の保持板６１の一部が張りだして、第二の保持板６２の一部を覆っている（図１８（
ａ）、（ｂ）））。
【００４０】
　第一の保持板６１と第二の保持板６２を係合させ、第一の保持板６１を本体２の基端側
に摺動させたとき、第一および第二の穿刺針３、４の針先が収納部２３１、２３２に収納
されるようになっている。
【００４１】
　そして、本体２の基端側には、係止部２１２を備え、第一の保持板６１を係止した位置
で、第一および第二の穿刺針３、４が収納部２３１、２３２に収納される（図３（ａ）、
（ｂ））。
【００４２】
　また、係合手段６１１、６２１が、第一の保持板６１と第二の保持板６２のいずれか一
方に設けられた凹部と、他方に設けられた凸部で構成されていたり、係合手段６１１、６
２１が第一の保持板６１と第二の保持板６２と、に設けられた爪部であったりしてもよい
（図１７（ａ）、（ｂ））。
【００４３】
　以下、医療用器具の各部の構成について説明する。
【００４４】
　図２に示すように、本体２は、第一の保持板６１を支持する。糸把持用穿刺針４は本体
２に対して摺動可能となっている。本体２は、支持部材２１と、支持部材２１の先端側に
設けられ穿刺針先端を収納する収納部２３とを有している。収納部２３は、第一の穿刺針
である糸把持用穿刺針４および第二の穿刺針である糸挿入用穿刺針３の２本の穿刺針の鋭
利な先端を収納する機能を有している。
【００４５】
　支持部材２１は、摺動可能な板状体である保持板６１を支持している。第一の保持板６
１は糸把持用穿刺針４を保持し、支持部材２１が挿入される摺動穴２２４が設けられてい
るため、本体２に対して摺動可能となる。本体２に対して、第一の保持板６１が摺動可能
な範囲が摺動部２１１である。
【００４６】
　摺動部２１１上を、第一の保持板６１が摺動することにより、支持部材２１に対して第
一の保持板６１が進退自在となり、糸把持用穿刺針４の組織に穿刺する長さを調整でき、
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穿刺が容易となる。
【００４７】
　また、第一の保持板６１上に、第二の保持板６２が載置されると、常に糸挿入用穿刺針
３の先端が、糸把持用穿刺針４の先端との位置関係を維持されるように糸挿入用穿刺針３
が穿刺され得る。
【００４８】
　摺動部２１１基端側には、摺動される第一の保持板６１と係合する係止部２１２を有す
る。
【００４９】
　係止部２１２に第一の保持板６１の摺動穴２２４が嵌まり込んだ時、収納部２３の第二
の収納部２３２に糸挿入用穿刺針３の鋭利な先端が、第一の収納部２３１内に糸把持用穿
刺針４の鋭利な先端がそれぞれ収納されるような位置関係で、支持部材２１上に係止部２
１２は配置される。
【００５０】
　これにより、医療用器具を使用後廃棄の際、鋭利な先端を収納した状態を維持すること
ができ、医療従事者への誤穿刺という２次的な事故を低減できる。また、２本の穿刺針の
先端を収納部に収納するとき、第二の保持板６２を第一の保持板６１側へスライドして第
一および第二の保持板が嵌合された状態でおこなうため、糸挿入用穿刺針４は、支持部材
２１および糸把持用穿刺針４に対して、ハの字型になるため、使用済みであることが目視
的にいち早く確認できる。
【００５１】
　好ましくは、係止部２１２よりも先端側に案内面２１３を設けることがよい。案内面２
１３は、摺動部２１１の基端側で、係止部２１２より先端側に設けられ、摺動部２１１の
摺動面が係止部２１２に向かって拡径し、そのあと縮径するような形状を有している。
【００５２】
　通常の使用時は、案内面２１３よりも先端側で第一の保持板６１が支持部材２１の摺動
部２１１上を摺動し、廃棄時には案内面２１３を乗り越え、係止部２１２に保持板６１が
嵌まり込み、糸挿入用穿刺針３と糸把持用穿刺針４の鋭利な先端を収納した状態に切り替
わることとなる。これにより、針先収納状態への切り替えを保持することができる。
【００５３】
　また、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、支持部材２１の基端部に操作部２１４を設け
ることがさらに好ましい。操作部２１４を付設することで、第一の保持板６１の先端側を
手で支えながら、操作部２１４を押し込むだけの操作で、第一の保持板６１が案内面２１
３を乗り越え、針先収納状態への切り替え操作を簡便に実施することができる。
【００５４】
　収納部２３は、穿刺針の先端を収納すると同時に、手技にあたっては、体表部と当接し
て医療用器具１を使用する際の安定性を向上する機能を有している。図１、２および図３
に示すように収納部２３は、平板状であり、基端側の面には、糸挿入用穿刺針３を収納可
能な内腔を有する第二の収納部２３２と、糸把持用穿刺針４が収納可能な内腔を有する第
一の収納部２３１とが設けられている。
【００５５】
　第二の収納部２３２は、針先を収納する機能のほかに、糸挿入用穿刺針３の穿刺時の安
定性を向上させる機能を有している。糸把持用穿刺針４を組織に穿刺した後に、医師は糸
挿入用穿刺針３を穿刺する位置を決定することができる。
【００５６】
　糸挿入用穿刺針３の穿刺位置が決定したら、糸把持用穿刺針４を軸にして本体２の支持
部材２１を回転させることにより、第二の収納部２３２を合わせる。そして、第二の収納
部２３２の内腔に糸挿入用穿刺針３の先端が入るような位置関係を維持しつつ、第一の保
持板６１上に第二の保持板６２を載置する。
【００５７】
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　載置した際に、糸挿入用穿刺針３の先端開口部の方向が決まる為、常に同一方向に載置
されることが目視上一目で判断可能であるような第一の保持板６１と第二の保持板６２の
形状が好ましい。また、糸挿入用穿刺針３を穿刺する際に、第二の収納部２３２が確認し
やすいような第一の保持板６１の形状が好ましい。
【００５８】
　第一および第二の保持板には第二の保持板を第一の保持板側へスライドすることにより
、嵌合しうる嵌合手段を有する。図３は、嵌合状態を示す図である。その嵌合手段は特に
限定はされないが、図４（ｂ）に示すように、第一の保持板６１に凸部６１１が有り、図
５（ａ）に示すように、第二の保持板６２に凹部６２１があることが好ましく、第二の保
持板６２を第一の保持板６１側へスライドさせたときに、凸部６１１が凹部６２１に嵌り
、第一の保持板と第二の保持板が嵌合される。
【００５９】
　穿刺針の先端を収納部に収納する際に、第一の保持板６１と第二の保持板６２が外れな
ければ第二の保持板６２に凹部６２１を設けなくてもよい。また、この第一の保持板と第
二の保持板は嵌合手段により、嵌合することが好ましいが、嵌合しなくても、図１７（ａ
）、（ｂ）に示すように、第一および第二の保持板６１、６２のそれぞれに係合手段とし
て第一および第二の爪部７１、７２により係合してもよい。
【００６０】
　固定部２２２には、糸把持用穿刺針４を挿入可能な第二の穴２２２１が設けられている
（図４）。さらに後述する糸把持用穿刺針４の第二のハブ４１の第二のフランジ４１１（
図６）と嵌合されるフランジ嵌合部２２２２が第一の保持板の第二の穴２２２１の一方の
面側に形成されている（図４（ａ））。
【００６１】
　これにより、第一の保持板６１に糸把持用穿刺針４を装着する際、糸把持用穿刺針４が
本体２に対して一方向にのみ嵌合されることとなる。また、第二のフランジ４１１にフラ
ンジ嵌合部２２２２が嵌合した状態では、糸把持用穿刺針４は、第一の保持板６１に対し
て回転も上下に動くこともない。
【００６２】
　糸挿入用穿刺針３は、内部組織に縫合糸を挿入する機能を有している。
【００６３】
　図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように糸挿入用穿刺針３は、基端側に第一のハブ３
１と、先端側に設けられた第一の針部３２とを有している。第一のハブ３１および第一の
針部３２は、内腔を有しており、縫合糸の通路として用いられている。
【００６４】
　さらに第一のハブ３１には、第一のフランジ３１１が設けられ第二の保持板６２と嵌合
される。
【００６５】
　第二の保持板６２は上述するように糸挿入用穿刺針３を保持し、第一の保持板６１上に
載置することができれば、その形状は特に限定されないが、第一の保持板６１に対して載
置する方向が視覚上一目で判断される形状であることが好ましい。
【００６６】
　第一の保持板６１、第二の保持板６２、支持部材２１および収納部２３を構成する材料
としては、特に限定されないが、塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、
ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂等や、ス
テンレス鋼等の金属等の材料が挙げられ、射出成形、若しくは金属加工により形成される
。
【００６７】
　なお、支持部材２１は収納部２３と一体に形成されても分割されていてもどちらでもよ
い。また、収納部２３は、例えば腹部等の体表部にメスで小切開を加えた部位の上に設置
するため、透明性の高い樹脂材料製であることが好ましい。また、第二の保持板６２は第
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一のハブ３１と一体に形成されてもよい。
【００６８】
　本体２の支持部材２１に摺動可能な第一の保持板６１に保持された糸把持用穿刺針４は
、糸挿入用穿刺針３を保持する第二の保持板６２を、糸挿入用穿刺針３の針先を第二の収
納部２３２を通して第一の保持板６１上に載置することにより、糸挿入用穿刺針３と糸把
持用穿刺針４の穿刺針はほぼ平行となり、また意図した位置に第二の保持板６２が載置さ
れることで先端部開口面がほぼ対向するようになっている。
【００６９】
　こうすることにより、後述する縫合糸牽引具５で２本の穿刺針を通して縫合糸を体外ま
で引き上げる際、縫合糸が折れ曲がりつつ穿刺針と接触する部分を、開口面の基端側のみ
に限定することができ、その開口面の基端側は、穿刺針の穿刺性には全く影響を与えず丸
め加工を実施することができるため、結果として、縫合糸の引き上げをスムーズに実施す
ることが可能となる。
【００７０】
　第一の針部３２は、先端側に内腔に連通する開口部を有している。
【００７１】
　第一の針部３２は、基端から先端付近まで一定の外径を維持しており、その先に鋭利な
先端が形成されている。先端の形状は、特に限定はされないが、直進性に優れたヒューバ
ー形状であることが好ましい。
【００７２】
　第一の針部３２の外径は、特に限定されないが、一般に縫合固定によく使用される２－
０（０．２９ｍｍ）、３－０（０．２４ｍｍ）の縫合糸を挿通できる内径の穿刺針であれ
ばよく、１５Ｇ以上、２５Ｇ以下が好ましく、１９Ｇ以上、２１Ｇ以下がより好ましい。
【００７３】
　外径が前記範囲内であると、糸挿入用穿刺針３の穿刺抵抗を小さくすることができ、体
内への穿刺が容易である。なお、Ｇとは一般的に針の外径を示す記号である。例えば、１
２Ｇの針の外径は、１２本の針の直径の和が１インチ（約２・５センチ）に相当する時の
外径となる。
【００７４】
　第一の針部３２の全長は、特に限定されないが、２０ｍｍ以上、２００ｍｍ以下が好ま
しく、８０ｍｍ以上、１００ｍｍ以下がより好ましい。全長が前記範囲内であると、患者
の内臓内へ穿刺針の先端を到達させることができ、穿刺後の穿刺針を含めた本体の安定性
を向上できる。
【００７５】
　糸把持用穿刺針４は、内部組織に縫合糸牽引具を挿入する機能を有している。さらに、
収納ワイヤーを挿入することもでき、体表部と内部組織とを縫合すると共に、収納ワイヤ
ーの生体への挿入も可能となる。収納ワイヤーを挿入した位置は、カテーテル挿入位置と
して機能することができる。
【００７６】
　図６に示すように糸把持用穿刺針４は、基端側に第二のハブ４１と、先端側に設けられ
た第二の針部４２とを有している。
【００７７】
　第二のハブ４１および第二の針部４２は、内腔４３を有しており、縫合糸牽引具の通路
として用いられている。さらに、後述する収納ワイヤーの通路として用いることもできる
。
【００７８】
　さらに第二のハブ４１には、第一の保持板６１のフランジ嵌合部２２２２と嵌合される
第二のフランジ４１１が形成されている。これにより、糸把持用穿刺針４が第一の保持板
６１に対して一方向にのみ嵌合されることとなる。また、フランジ嵌合部２２２２に第二
のフランジ４１１が嵌合した状態では、糸把持用穿刺針４は、第一の保持板６１に対して
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回転も上下に動くこともない。
【００７９】
　第二の針部４２は、先端側に内腔４３に連通する開口部を有している。
【００８０】
　第二の針部４２の外径は、基端から先端付近まで一定の外径を維持しており、その先に
は鋭利な先端が形成されている。先端の形状は、特に限定はされないが、直進性に優れた
ヒューバー形状であることが好ましい。
【００８１】
　第二の針部４２の外径は、特に限定されないが、本実施例の糸把持用穿刺針では、一般
に縫合固定によく使用される２－０（０．２９ｍｍ）、３－０（０．２４ｍｍ）の縫合糸
が折り返された状態で使用されるため、二本分を挿通できる内径の穿刺針であればよく、
１２Ｇ以上、２２Ｇ以下が好ましく、１７Ｇ以上、２１Ｇ以下がより好ましい。外径が前
記範囲内であると、糸把持用穿刺針４の穿刺抵抗を小さくすることができ、体内への穿刺
が容易である。
【００８２】
　第二の針部４２の全長は、特に限定されないが、２０ｍｍ以上、２００ｍｍ以下が好ま
しく、８０ｍｍ以上、１００ｍｍ以下がより好ましい。全長が前記範囲内であると、患者
の内臓内へ穿刺針の先端を到達させることができ、穿刺後の穿刺針を含めた本体の安定性
を向上できる。
【００８３】
　内腔４３に収納ワイヤーを挿入する場合には、挿入される収納ワイヤーの外径は、特に
限定されないが、０．１ｍｍ以上、１．５ｍｍ以下が好ましく、０．７ｍｍ以上、１．１
ｍｍ以下がより好ましい。挿入する収納ワイヤーのそれぞれの外径に対し、糸把持用穿刺
針４を選択する必要がある。体表部と内部組織とを縫合すると共に、収納ワイヤーの生体
への挿入も可能となる。
【００８４】
　縫合糸牽引具５は、糸把持用穿刺針４に挿入され、糸挿入用穿刺針３から挿入された縫
合糸を内部組織内で把持して、体表部まで牽引する機能を有する。これにより、容易に体
表部と内部組織とを縫合することができる。
【００８５】
　図７に示すように、縫合糸牽引具５は、棒状部５２と、棒状部５２の基端側にハンドル
部５１と、先端側に環状部５３とを有している。この環状部５３は、高弾性の線材で形成
されており、線状に圧縮された状態で第一の穿刺針４の内部をスライド移動することがで
き、第一の穿刺針４の下端から突出すると環状に拡開する。
【００８６】
　ハンドル部５１は、ほぼ直方体であり、その内面はほぼ円柱状にくり抜かれている。好
ましくは、楕円状にくり抜かれ、さらに、糸把持用穿刺針４の第二のハブ４１の基端部４
１２が楕円状に形成されることで、糸把持用穿刺針４の鋭利な先端から突出する縫合糸牽
引具５の環状部５３が開く方向を２方向に制限することができる。
【００８７】
　さらに好ましくは、縫合糸牽引具５に対し後述する環状部５３が突出している方向に目
印を形成していることがよく、これにより、環状部５３がどの方向に向いているかを容易
に知ることができる。
【００８８】
　ハンドル部５１を構成する材料としては、特に限定されないが、塩化ビニル樹脂、ポリ
カーボネート樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリプロピレン
樹脂、ポリエチレン樹脂等や、ステンレス鋼等の金属等の材料が挙げられ、射出成形、若
しくは金属加工により形成される。
【００８９】
　棒状部５２の外径は、糸把持用穿刺針４の内径よりも小さいものである。
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【００９０】
　棒状部５２の外径は、特に限定されないが、０．３ｍｍ以上、０．８ｍｍ以下が好まし
く、０．４ｍｍ以上、０．７ｍｍ以下がより好ましい。外径が前記範囲内であると、糸把
持用穿刺針４の内腔４３内に、縫合糸牽引具５の棒状部５２を挿入できる。
【００９１】
　棒状部５２の長さは、特に限定されないが、糸把持用穿刺針４の第二の針部４２の全長
が２０ｍｍ以上、２００ｍｍ以下の場合は４５ｍｍ以上、２２５ｍｍ以下が好ましく、糸
把持用穿刺針４の第二の針部４２の全長が８０ｍｍ以上、１００ｍｍ以下の場合は１０５
ｍｍ以上、１２５ｍｍ以下がより好ましい。
【００９２】
　長さが前記範囲内であると、糸把持用穿刺針４の第二のハブ４１に、縫合糸牽引具５の
ハンドル５１が嵌合された時、環状部５３が糸把持用穿刺針４の開口部から完全に突出さ
れることとなる。
【００９３】
　環状部５３は、糸把持用穿刺針４内では変形してほぼ直線状となり、糸把持用穿刺針４
から突出した状態では環状となるものである。これにより、縫合糸の把持を容易に実施で
きる。したがって、環状部５３を形成する材料は弾性を有するものが好ましい。
【００９４】
　図１および図２に示すように、糸把持用穿刺針４より突出した状態で環状部５３は、糸
挿入用穿刺針３の中心軸またはその延長線が、環状部５３の内部を貫通するように形成さ
れている。これにより、縫合糸を確実に把持することができる。
【００９５】
　環状部５３の直径は、特に限定されないが、糸挿入用穿刺針３と糸把持用穿刺針４の間
隔をＬ（ｍｍ）とした場合、環状部５３の直径が１．５Ｌ以上、３．０Ｌ以下（ｍｍ）と
なるように形成されることが好ましい。直径が前記範囲内であると、縫合糸を把持するの
に特に優れる。
【００９６】
　環状部５３の線径は、特に限定されないが、０．１ｍｍ以上、０．３ｍｍ以下が好まし
く、０．１４ｍｍ以上、０．２４ｍｍ以下がより好ましい。線径が前記範囲内であると、
例えば胃液等の非常に高い粘性物質が付着しても環状部を環状に保持することができる。
【００９７】
　棒状部５２、環状部５３を構成する材料としては、硬質の材料で、弾性変形可能な材料
であれば特に限定されないが、ステンレス鋼等の金属等の材料が挙げられ、金属加工によ
り形成される。
【００９８】
　つぎに、本発明の医療用器具１の使用方法の一実施例について図８から図１６に基づい
て説明する。
【００９９】
　本実施の形態の医療用器具１を利用して生体の内臓を体表に固定する内臓固定方法では
、まず、図８に示すように、第二の穿刺針３が分離されている第一の穿刺針４を、本体２
に対して下方にスライド移動させて生体の体表から内臓の内部まで穿刺する。
【０１００】
　このとき、例えば、第一の穿刺針４は、外周面に目盛が表記されているので、その穿刺
深度を一目で確認することができる。特に、収納部２３は無色透明な樹脂で形成されてい
るので、その第一の収納部２３１を介してでも第一の穿刺針４の目盛を視認することがで
きる。
【０１０１】
　つぎに、図９に示すように、縫合糸牽引具５を第一の穿刺針４の内部で下方にスライド
移動させて先端から第二のガイド孔の下方に環状部５３を突出させる。穿刺された第一の
穿刺針４を中心に本体２とともに収納部２３を必要により所望の位置まで回転させるとと
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もに、第一の穿刺針４を必要により体表に対して所望の角度まで傾斜させる。
【０１０２】
　そして、図１０に示すように、所望の位置に配置された収納部２３の第二のガイド孔に
第二の穿刺針３を挿入し、体表から内臓の内部まで穿刺することで、その下端を環状部５
３に対向させる。
【０１０３】
　つぎに、図１１に示すように、縫合糸１０２を第二の穿刺針３に上端から挿入して下端
から突出させる。そして、図１２に示すように、縫合糸牽引具５を上方にスライド移動さ
せて環状部５３で縫合糸１０２を把持させる。
【０１０４】
　このような状態で、図１３に示すように、医療用器具１の全体を上方に引き上げて第一
および第二の穿刺針４，３を生体から抜去する。すると、図１４に示すように、縫合糸牽
引具５の環状部５３で把持された縫合糸１０２の一端が体表より上方に露出するので、そ
の縫合糸１０２の一端を他端と結紮することで内臓を固定することができる。
【０１０５】
　なお、上述のように第二の穿刺針３を穿刺する直前の収納部２３の回転は、内臓の外面
に第二の穿刺針３が略直角に穿刺される位置まで実行される。同様に、第二の穿刺針３を
穿刺する直前の第一の穿刺針４の傾斜は、内臓の外面に第二の穿刺針３が略直角に穿刺さ
れる角度まで実行される。
【０１０６】
　つまり、第一の穿刺針４と第二の穿刺針３とが穿刺される内臓は、胃などであり、図２
２に示すように、一般的に外面が球状に湾曲している。このため、図２３に示すように、
上述のように穿刺方向を内臓の外面に略直角とすれば、図２４に示すように、内臓に第二
の穿刺針３が円滑に穿刺される。
【０１０７】
　なお、上述のように第一および第二の穿刺針４，３が穿刺される内臓の内部には事前に
内視鏡(図示せず)を挿入しておく。そして、内視鏡で第一の穿刺針４が穿刺された位置周
辺の内臓の内面を観察することにより、内臓の外面に第二の穿刺針３が略直角に穿刺され
るように、収納部２３が回転されるとともに第一の穿刺針４が傾斜される。
【０１０８】
　より詳細には、まず、医療用器具１を使用する前に、生体である患者の胃内に内視鏡を
挿入し、送気を十分行い、腹壁１００と胃壁１０１とを密着させる。つぎに、内視鏡から
の透過光により内臓である胃の位置を確認し、体表である腹部皮膚を消毒、局所麻酔を行
う。続いて、その部位にメスで小切開を加えておく。場合により、金属ペアン(図示せず)
により小切開部の拡張を行う。
【０１０９】
　本体２の当接部２３３を腹壁１００に当接し、糸把持用穿刺針４を小切開部位から患者
の腹壁１００、胃壁１０１にほぼ垂直に穿刺する（図８）。このとき、縫合糸牽引具５の
環状部５３は、糸把持用穿刺針４の内腔４３に収納されている状態としても、縫合糸牽引
具５を外しておいてもよい。
【０１１０】
　縫合糸牽引具５のハンドル部５１を操作し、ハンドル部５１の下端がハブ４１に当接す
るまで、縫合糸牽引具５を、糸把持用穿刺針４の内腔４３に挿入する。これにより、縫合
糸牽引具５の環状部５３が糸把持用穿刺針４の先端から突出し、環状に広がる（図９）。
【０１１１】
　つぎに、糸挿入用穿刺針３を、第二の収納部２３２を通して患者の腹壁１００および胃
壁１０１にほぼ垂直に穿刺し、糸挿入用穿刺針３を保持した第２の保持板６２を第一の保
持板６１上に載置する。第一および第二の保持板で楕円形状になるように載置することで
、糸挿入用穿刺針３と糸把持用穿刺針４の鋭利な先端の向きはほぼ一定となる(図１０)。
【０１１２】
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　上述のように糸挿入用穿刺針３を穿刺する前に、医師が穿刺位置を決定することができ
、糸把持用穿刺針４を軸として、本体２の支持部材２１を回転させて第二の収納部２３２
を穿刺位置に合わせる。また、必要により第一の穿刺針４を体表に対して所望の角度まで
傾斜させる。
【０１１３】
　その場合、前述のように内視鏡で第一の穿刺針４が穿刺された位置周辺の内臓の内面を
観察し、内臓の外面に第二の穿刺針３が略直角に穿刺されるように、収納部２３を回転さ
せるとともに第一の穿刺針４を傾斜させる。
【０１１４】
　さらに、上述のように糸挿入用穿刺針３を穿刺するとき、図１０に示すように、その内
部に内針８０を挿入しておくことにより、内針８０と第二の穿刺針３との先端の斜面を面
一として穿刺抵抗を低減することができる。
【０１１５】
　上述のように内臓の内部まで糸挿入用穿刺針３が適正に穿刺されると、その糸挿入用穿
刺針３の上端から内腔に縫合糸１０２を挿入し、糸挿入用穿刺針３の先端から縫合糸１０
２を突出させていくことで、縫合糸牽引具５の環状部５３の内部に縫合糸１０２が通過す
る（図１１）。
【０１１６】
　つぎに、縫合糸牽引具５を糸把持用穿刺針４に対し基端側（図１１中上側）に引き上げ
、図１２に示すように、環状部５３で縫合糸１０２を把持する。このような状態で、図１
３に示すように、医療用器具１の全体を上方に引き上げて第一および第二の穿刺針４，３
を生体から抜去する。
【０１１７】
　すると、図１４に示すように、これらの操作により、糸挿入用穿刺針３を挿入した箇所
から挿入された縫合糸１０２が腹壁１００から胃壁１０１内を通り、糸把持用穿刺針４を
穿刺した位置から突出した状態となる。そこで、縫合糸１０２の端部を結紮して腹壁１０
０と胃壁１０１とを固定する。
【０１１８】
　腹壁１００と胃壁１０１の縫合固定終了後、第二の保持板６２を第一の保持板６１側(
本体２の支持部材２１側)へ押し込むことにより、第一の保持板６１に付設された凸部と
第二の保持板６２に付設された凹部が嵌合し、第一および第二の保持板が嵌合された状態
となる。
【０１１９】
　このとき、糸挿入用穿刺針３は、糸把持用穿刺針４および、支持部材２１に対して、平
行ではなく、ハの字状態になる(図１５)。そのため、使用済みであることが目視的に確認
できる。
【０１２０】
　そして、本体２の支持部材２１の操作部２１４を先端側（図１６）に押し込み、糸把持
用穿刺針４と糸挿入用穿刺針３の鋭利な先端を収納部２３の第一の収納部２３１と、第二
の収納部２３２内に収納した状態に切り替え、医療用器具１を廃棄する。
【０１２１】
　上記の操作により針先を収納した状態が維持されるため、廃棄後の医療従事者への誤穿
刺という２次的な事故を防止できる。例えば、前述した特許文献１の医療用器具では、使
用後、針先が突出した状態で廃棄することとなり、医療従事者への誤穿刺という２次的な
事故が発生する可能性があった。
【０１２２】
　以上のように、本発明の医療用器具１を使用することにより、腹壁１００と胃壁１０１
とを縫合終了後、医療用器具の廃棄時において、２本の穿刺針の鋭利な先端を本体で完全
に覆うことができる為、安全に廃棄することができ、かつ、目視的に使用済みであること
が確認できるために医療従事者への誤穿刺という２次的な事故を低減できる。
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【０１２３】
　しかも、本実施の形態の医療用器具１では、本体２と第一の穿刺針４と第一の保持板６
１とを有する第一ユニットＡと、第二の穿刺針３と第二の保持板６２とを有する第二ユニ
ットＢと、が相互に係脱自在な別体に形成されている。
【０１２４】
　このため、第一の穿刺針４を生体に穿刺してから、第二の穿刺針３を生体に穿刺するこ
とができる。従って、二本の穿刺針３，４を同時に穿刺する必要がないので、第一の穿刺
針４の穿刺位置に基づいて第二の穿刺針３の穿刺位置を調整することができる。
【０１２５】
　さらに、第一の穿刺針４を穿刺してから第二の穿刺針３を所望の角度に傾斜させて穿刺
することもできる。このため、図２２ないし図２４に示すように、内臓の外面が球状に湾
曲していても、第二の穿刺針３を内臓に直角に穿刺することができる。従って、球状に湾
曲した内臓の外面に第二の穿刺針３が円滑に穿刺されず、内臓の外面を損傷することを防
止できる。
【０１２６】
　しかも、第一の穿刺針４が穿刺された位置周辺の内臓の内面は内視鏡で観察される。一
般的に内臓の内面と外面は略平行である。このため、内臓の外面に第二の穿刺針３が略直
角に穿刺されるように、収納部２３を回転させるとともに第一の穿刺針４を傾斜させるこ
とは容易に実行できる。
【０１２７】
　さらに、本実施の形態の医療用器具１では、第二の穿刺針３の第二の保持板６２が第一
の穿刺針４の第一の保持板６１に上方から接離自在に当接する。このため、第一の穿刺針
４とは別個に第二の穿刺針３が穿刺されるが、第二の穿刺針３の先端は第一の穿刺針４の
先端に対向する位置に自動的に配置される。
【０１２８】
　従って、上述のように二本の穿刺針３，４を別個に穿刺する構造でありながら、第一の
穿刺針４の下端から突出させた縫合糸牽引具５の環状部５３で、第二の穿刺針３の下端か
ら突出させた縫合糸１０２を、簡単かつ確実に把持することができる。
【０１２９】
　しかも、本実施の形態の医療用器具１では、第一および第二の保持板６１，６２が凸部
６１１および凹部６２１で連結された状態では、第一および第二の穿刺針４，３の上端の
間隔が収納部２３の第一および第二のガイド孔の間隔より小さい。
【０１３０】
　このため、第一および第二の保持板６１，６２が連結された状態では、第一および第二
の穿刺針４，３を円滑にスライド移動させることが困難である。従って、第一および第二
の保持板６１，６２が連結されたまま、第一および第二の穿刺針４，３が同時に生体に穿
刺される誤操作を良好に防止することができる。
【０１３１】
　もしも、第一および第二の保持板６１，６２が連結された状態で第一および第二の穿刺
針４，３が生体に穿刺されると、第一および第二の穿刺針４，３がハの字状に拡開した状
態で生体に穿刺されることになる。
【０１３２】
　このようにハの字状に拡開した状態で穿刺された第一および第二の穿刺針４，３を、そ
のまま生体から抜去することは困難である。もしも無理に抜去すると、生体を損傷する可
能性が高く、患者に非常な苦痛を与えることにもなる。
【０１３３】
　上述の誤操作により第一および第二の穿刺針４，３の先端が生体の内部で拡開する不具
合は、例えば、患者の皮下脂肪が厚いなど、体表から内臓まで距離があるほど顕著となる
。
【０１３４】
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　しかも、上述のように第一および第二の穿刺針４，３が拡開すると、第二の穿刺針３の
先端から突出した縫合糸１０２を縫合糸牽引具５の環状部５３で把持することも困難とな
る。
【０１３５】
　さらに、前述のように第一および第二の穿刺針４，３が穿刺される胃等の内臓は、その
外面が球状に湾曲している。このため、もしも第一および第二の穿刺針４，３がハの字状
に拡開するように同時に穿刺されると、その一方が内臓に円滑に穿刺されず、内臓の外面
を損傷する可能性がある。
【０１３６】
　従って、本実施の形態の医療用器具１では、第一および第二の保持板６１，６２が連結
された状態で第一および第二の穿刺針４，３を生体に穿刺することは、治療行為として実
施できない。
【０１３７】
　一方、凸部６１１および凹部６２１の連結が解除された第一および第二の保持板６１，
６２が係合した状態では、第一および第二の穿刺針４，３の上端の間隔が収納部２３の第
一および第二のガイド孔の間隔より大きい。
【０１３８】
　このため、第一および第二の保持板６１，６２が係合したまま、第一および第二の穿刺
針４，３を円滑にスライド移動させることも困難である。従って、第一および第二の保持
板６１，６２が連結されることなく係合した状態でも、第一および第二の穿刺針４，３が
同時に生体に穿刺される誤操作を良好に防止することができる。
【０１３９】
　もしも、連結が解除された第一および第二の保持板６１，６２が係合した状態で第一お
よび第二の穿刺針４，３が生体に穿刺されると、第一および第二の穿刺針４，３の先端が
生体の内部で接近して逆ハの字状となる。
【０１４０】
　このように逆ハの字状に拡開した状態で穿刺された第一および第二の穿刺針４，３も、
そのまま生体から抜去することは困難である。もしも無理に抜去すると、やはり生体を損
傷する可能性が高い。このため、第一および第二の保持板６１，６２が係合した状態で第
一および第二の穿刺針４，３を生体に穿刺することもできない。
【０１４１】
　つまり、本実施の形態の医療用器具１は、上述のように第一の穿刺針４と第二の穿刺針
３とを順番に穿刺するための構造に形成されており、第一の穿刺針４と第二の穿刺針３と
を同時に穿刺することはできない構造に形成されている。
【０１４２】
　さらに、第一の穿刺針４は、ヒューバー針として形成されているので、その先端開口か
ら縫合糸牽引具５の環状部５３を適正な方向に容易に突出させることができる。特に、縫
合糸牽引具５のハンドル部５１を第一の穿刺針４に係合させることで、その先端開口から
環状部５３を確実に適正な方向に突出させることができる。
【０１４３】
　ただし、ヒューバー針からなる第一の穿刺針４は、先端が斜面からなる第二の穿刺針３
に比較して穿刺抵抗が大きい。しかし、本実施の形態の医療用器具１では、上述のように
第一および第二の穿刺針４,３を同時に穿刺することがないので、ヒューバー針からなる
第一の穿刺針４の穿刺抵抗が問題となることがない。
【０１４４】
　また、前述のように糸挿入用穿刺針３を穿刺するとき、図１０に示すように、その内部
に内針８０を挿入しておくことで、前述のように内針８０と第二の穿刺針３との先端の斜
面が面一として穿刺抵抗を低減することができる。
【０１４５】
　しかも、中空構造の第二の穿刺針３を内針８０で内側から支持することができる。この
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ため、穿刺される第二の穿刺針３が湾曲することなども防止することができる。さらに、
生体に穿刺される糸挿入用穿刺針３の内部に組織が侵入して縫合糸１０２の挿入が困難と
なることも防止できる。
【０１４６】
　さらに、本実施の形態の医療用器具１では、内針８０のハンドル部８１を第二の穿刺針
３の上端に係合させることで、内針８０と第二の穿刺針３との先端の斜面を簡単かつ確実
に面一とすることができる。
【０１４７】
　しかも、本実施の形態の医療用器具１では、本体２は、第一の穿刺針４を先端が第一の
収納部２３１に収納された状態で係止する係止部２１２を有し、係止された第一の穿刺針
４に凸部６１１および凹部６２１で連結された第二の穿刺針３の先端が第二の収納部２３
２に収納される。
【０１４８】
　このため、使用済の医療用器具１の第一および第二の穿刺針４，３の先鋭な先端が露出
することを防止できる。従って、簡単な構造で医療用器具１を安全に廃棄することができ
る。
【０１４９】
　しかも、本実施の形態の医療用器具１では、第一および第二の穿刺針４，３のスライド
方向を規制する機能と、第一および第二の穿刺針４，３の先鋭な下端を収納する機能とが
、円筒状の第一および第二の収納部２３１，２３２で兼用されている。
【０１５０】
　従って、簡単で実用的な構造で、第一および第二の穿刺針４，３のスライド方向を規制
するとともに、その先鋭な下端を収納することができ、このようなスライド状態と収納状
態とを簡単かつ迅速に切り換えることができる。
【０１５１】
　以上のように、本発明の医療用器具を実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれ
に限定されるものではない。例えば、本体の支持部、当接部等の形状、糸挿入用穿刺針お
よび糸把持用穿刺針のハブの形状等については、上述した実施形態と異なるものであって
もよい。
【０１５２】
　例えば、別の実施例として、図１７を用いて説明する。先の実施例とほぼ同一であるが
、第一の保持板６１には第一の爪部７１が存在し、第二の保持板６２には第二の爪部７２
が存在する医療用器具において、使用後は、第二の保持板６２を第一の保持板６１側(本
体２の支持部材２１側)へ押し込むことにより、第二の保持板６２に付設された第二の爪
部７２が第一の保持板６１に付設された第一の爪部７１を乗り越えて、第一の保持板６１
と第二の保持板６２が係合する。そして、第一の保持板６１の先端側を手で支えながら、
本体２の操作部２１４を先端側へ押し込むことにより、２本の穿刺針の鋭利な先端が収納
部２３に収納される。
【０１５３】
　また、図１２および図１３に示すように、上記形態では第一および第二の穿刺針４，３
を穿刺した内臓の内部で縫合糸牽引具５の環状部５３で縫合糸１０２を把持させ、この状
態の医療用器具１の全体を上方に引き上げて第一および第二の穿刺針４，３を生体から抜
去することで、図１４に示すように、縫合糸１０２の両端が内臓の内部から体表まで突出
した状態とすることを例示した。
【０１５４】
　しかし、上記以外の内臓固定方法に医療用器具１を利用することもできる。この内臓固
定方法を以下に説明する。まず、前述の方法と同様に、第一および第二の穿刺針４，３を
穿刺した内臓の内部で縫合糸牽引具５の環状部５３で縫合糸１０２を把持させる。
【０１５５】
　つぎに、さらに縫合糸牽引具５を基端側へ引き上げ、縫合糸１０２を把持した縫合糸牽
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引具５を糸把持用穿刺針４から完全に引き抜く。
【０１５６】
　これにより、図１９に示すように、縫合糸１０２の一端が、糸挿入用穿刺針３と糸把持
用穿刺針４を介して、体表部から胃壁１０１内を通過し、さらに体表部に出てきた状態を
実現できる。
【０１５７】
　つぎに、図２０に示すように、糸把持用穿刺針４の第二のハブ４１から、収納ワイヤー
１０３を挿入する。その後、本体２を腹部１００から引き上げる。
【０１５８】
　これらの操作により、図２１に示すように、糸挿入用穿刺針３を挿入した箇所から挿入
された縫合糸１０２が腹壁１００から胃壁１０１内を通り、糸把持用穿刺針４を穿刺した
位置から突出した状態となる。
【０１５９】
　さらに、糸把持用穿刺針４を穿刺した位置には収納ワイヤー１０３が胃壁１０１内まで
挿入された状態となる。そして、縫合糸１０２の端部を結紮することでも、腹壁１００と
胃壁１０１とを固定することができる。
【０１６０】
　また、上記形態では、縫合糸牽引具５のハンドル部５１を第一の穿刺針４の上端に係合
させることで、ヒューバー針からなる第一の穿刺針４の先端開口から縫合糸牽引具５の環
状部５３が適正な方向に突出することを例示した。しかし、縫合糸牽引具５の方向を示す
目印をハンドル部５１の上面に形成しておいてもよい。
【０１６１】
　同様に、内針８０のハンドル部８１を第二の穿刺針３の上端に係合させることで、第二
の穿刺針３と内針８０との先端の斜面が面一となることを例示した。しかし、内針８０の
方向を示す目印をハンドル部８１の上面に形成しておいてもよい。
【０１６２】
　また、生体への使用個所も腹壁と胃壁とに限定されず、各内臓壁、血管、神経等の腹壁
への吊上げ等にも用いることができる。さらに、上記形態では人体の内臓を固定すること
を例示したが、人体以外の生体に適用してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　本発明は、体表部と内部組織とを縫合するために使用される医療用器具に関するもので
ある。具体的には、栄養剤の補給、体液の排出等の目的で行われる経皮内視鏡下胃瘻造設
術の際に、カテーテル挿入を容易にするために行われる腹壁と胃壁との固定に使用される
ことが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】本発明の医療用器具の一例を示す斜視図(ａ)、上面図（ｂ）である。
【図２】医療用器具の正面図である。
【図３】医療用器具の穿刺針の先端を本体内に収納した時の斜視図(ａ)、上面図（ｂ）で
ある。
【図４】本体と糸把持用穿刺針(第一の穿刺針)と第一の保持板を組み合わせた時の上面図
（ａ）、正面図（ｂ）、右側面図（ｃ）である。
【図５】糸挿入用穿刺針と第二の保持板を嵌合させた上面図（ａ）、正面図（ｂ）、右側
面(ｃ)図である。
【図６】糸把持用穿刺針の正面図および右側面図である。
【図７】縫合糸牽引具の正面図および右側面図である。
【図８】糸把持用穿刺針を腹壁から胃壁まで穿刺した状態を示す正面図である。
【図９】糸把持用穿刺針の先端から縫合糸牽引具の環状部を突出させた状態を示す正面図
である。
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【図１０】糸挿入用穿刺針を穿刺した状態を示す正面図である。
【図１１】糸挿入用穿刺針から縫合糸を挿入した状態を示す正面図である。
【図１２】縫合糸牽引具で縫合糸を把持した状態を示す正面図である。
【図１３】本体を患者から引き抜いた状態を示す正面図である。
【図１４】縫合糸の両端が内臓内部から体表に露出した状態を示す正面図である。
【図１５】引き抜いた医療用器具の第二の保持板を第一の保持板側にスライドし、嵌合さ
せた状態を示す正面図である。
【図１６】医療用器具の穿刺針の先端を本体内に収納した時の状態を示す正面図である。
【図１７】別の実施例の本体を患者から引き抜いた状態を示す斜視図(ａ)と、穿刺針の先
端を本体内に収納した時の状態を示す斜視図（ｂ）である。
【図１８】摺動方向への動きを規制する規制手段を示す上面図（ａ）とその断面図（ｂ）
である。
【図１９】縫合糸牽引具で把持した縫合糸を体表まで引き上げた状態を示す正面図である
。
【図２０】収納ワイヤーを挿入した状態を示す正面図である。
【図２１】本体を患者から引き抜いた状態を示す正面図である。
【図２２】糸把持用穿刺針を腹壁から胃壁まで穿刺した状態を示す模式的な正面図である
。
【図２３】糸把持用穿刺針を傾斜させた状態を示す模式的な正面図である。
【図２４】糸把持用穿刺針を傾斜させたまま糸挿入用穿刺針を穿刺した状態を示す模式的
な正面図である。
【符号の説明】
【０１６５】
　１　　　　医療用器具
　１００　　腹壁
　１０１　　胃壁
　１０２　　縫合糸
　１０３　　収納ワイヤー
　２　　　　本体
　２１　　　支持部材
　２１１　　摺動部
　２１２　　係止部
　２１３　　案内面
　２１４　　操作部
　２２２　　固定部
　２２２１　第二の穴
　２２２２　フランジ嵌合部
　２２４　　摺動穴
　２３　　　収納部
　２３１　　第一の収納部
　２３２　　第二の収納部
　２３３　　当接部
　３　　　　糸挿入用穿刺針（第二の穿刺針）
　３１　　　第一のハブ
　３１１　　第一のフランジ
　３２　　　第一の針部
　４　　　　糸把持用穿刺針（第一の穿刺針）
　４１　　　第二のハブ
　４１１　　第二のフランジ
　４１２　　ハブ４１の基端部
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　４２　　　第二の針部
　４３　　　内腔
　５　　　　縫合糸牽引具
　５１　　　ハンドル部
　５２　　　棒状部
　５３　　　環状部
　６１　　　第一の保持板
　６１１　　凸部（係合手段）
　６２　　　第二の保持板
　６２１　　凹部（係合手段）
　６２５　　規制手段
　７１　　　第一の爪部
　７２　　　第二の爪部
　８０　　　内針
　８１　　　ハンドル部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図２１】 【図２２】
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